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取組事例３：コスモ石油株式会社 

発注業務請負で、効率の良い｢計画配送｣を推進 
～積載率は既に限界まで向上、１度に運ぶ量を増やすことが効率化への鍵～ 

 

 御社の物流の現状を教えてください。 
物流量は、上期だけで３１．６億トンキロ、１

年間では６０億トンキロを超えることは確実、間
違いなく特定荷主になる予定です。主な輸送手段
としては、タンクローリー、タンカー、鉄道があ
りますが、貨物輸送量のトンキロベースでの割合
はそれぞれ８％、８８％、４％と圧倒的にタンカ
ーの比率が大きくなっています。これはタンカー
の平均配送距離がローリーに比べて約１０倍にも
なるからです。しかし、ＣＯ２の排出量ベースで
みると、その割合は３５％、６０％、５％となり、
タンカーや鉄道による輸送が環境にやさしい輸送
手段であることは一目瞭然です。これまでも物流
の効率化については、コスト削減の観点から、さ
まざまな施策を実施してきましたが、改正省エネ
法という新たな視点から考えると、トンキロ当た
りＣＯ２排出量の多いタンクローリー配送におけ
る省エネ取組が今後益々重要になります。 
タンクローリー配送については、貨物輸送事業

者に配送を委託する一方、配送計画自体は当社の
物流部門が担っています。配送委託先には「何時、
何処に、どの製品を、どれだけ、どの大きさの車
で」配送するかまで指示をしています。配送計画
づくりを自社で担うということは、当然それに必
要なデータを配送先であるお客様（着荷主）の協
力のもとに収集し、そのデータを活用することに
なります。 

 御社の省エネ法対応の考え方と取組の位置

づけを教えてください。 
当社はＣＳＲ経営の推進強化を経営計画の中核

に位置付けています。そうした観点からしても改
正省エネ法への取組は、重要なポジションにあり
ます。自社独自の取組は当然のこととして、ほぼ
同様の輸送手段をもつ他石油元売各社との情報交 
換をするなど、同業他社の取組に遅れをとらな

いよう積極的に取り組んでいく予定です。そんな
中で、これまでコスト削減への取組として実施し
てきたタンクローリー配送における「計画配送」
は、省エネ施策の中核となります。「計画配送」は、
既に導入可能な部分にはかなりの割合で導入し終
わっていますが、省エネという新たな枠組みがさ
らに推進していくきっかけになると思っています。 

石油元売企業は、平均的に貨物輸送量が非常に
大きく、効率化の効果もそれだけ大きいといえる
でしょう。しかし、個人的には、改正省エネ法が
「荷主として取り組むべきことは、物流量によら
ず自主的に取り組むべき」としている点は重要だ
と考えています。荷主の責任として、省エネルギ
ーへの取組は重要です。 

 エネルギー使用量算定の考え方について教

えてください。 
タンクローリー、タンカーについては燃費法、

鉄道については従来トンキロ法で算定します。燃
費法の燃費の値については、石油連盟のガイドラ
インの値を採用します。燃費法で算定するという
ことは、当然燃費の改善が省エネに結びつきます
が、これは全て委託物流で配送している当社では、
自助努力で改善することのできない部分ですので、
配送委託先への協力依頼が不可欠になります。一
方、一回当たりの輸送量を多くし、同じ量のもの
を運ぶのにかかる配送の回数を減らすことによる
省エネ効果も燃費法で反映できます。これは、着
荷主であるお客様の協力の下、配送計画を作って
いる当社で努力ができる部分となります。 

 御社の取組について、概要を教えてください。 
これまでも、自社の取組として積載率の向上、

着荷主と連携した取組として発注に関する大口化、
時間指定なしの依頼、「計画配送」、配送委託輸送
事業者と連携した取組として「エコドライブの推
奨」に取り組んできました。改正省エネ法という
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観点から、今後、着荷主、配送委託会社と連携し
た取組が益々重要になってくると思います。 
着荷主との連携については、小口発注、時間指

定発注の削減は引き続きお願いしていかなければ
なりませんが、「計画配送」拡大による効果が大き
いと思われます。当社の場合、タンクローリー配
送の積載率が平均で既に９４パーセント以上で、
これ以上の改善はなかなか難しい状況にあります。
従って「計画配送」のような仕組みを導入するこ
とによって、一回当たりの輸送量を多くする取組
が重要になります。また、配送委託会社との連携
という点では、安全配送を中心とした会議体にお
いて、エコドライブにつながる取組を推進してい
ます。 

 御社の取組のポイントは、どこにありますか。 
省エネ取組の中核となる「計画配送」は、実は、

石油業界では一般的なものです。サービスステー
ションで扱う商品の種類が、ガソリン、灯油、軽
油といった限られたものであることや、販売店に
おける在庫保管スペース（タンク容量）と販売量
との関係などから実施しやすいという面があるか
らだと思います。 
「計画配送」では、まず当社で、各サービスス

テーションの商品在庫量と見込需要量から、「何時

までに、どの商品をどれだけ運ぶ必要があるか、
在庫を保管する空タンク容量がどれだけあるか」
の見通しを立てます。この見通しを基に、発注業
務を当社が請負うことで、多頻度・小口発注を抑
え、「計画配送システム」によってサービスステー
ション側の発注伝票を作成します。それを「配車
システム」に繋げることによって、どのローリー
で運ぶかが決定されていきます。これが「計画配
送」です。「計画配送」は、これまでの実績から、
一般的に一回当たりの配送量が拡大します。同時
に、配送需要が平準化することによる物流コスト
の削減も可能です。 
例えば、全部で６０キロリットルの商品を同じ

サービスステーションに運ぶのに、サービスステ
ーションからのオーダーに従って、１６キロリッ
トルのローリーで４回配送していたものを、計画
配送システムにより２０キロリットル配送の計画
を作成することで、２０キロリットルのローリー
で３回配送することが可能になります。その時、
延べ配送距離は、４分の３となり、２５％短縮さ
れます。当然車型が大きくなると燃費も悪化しま
すが、それでものべ配送距離短縮による燃料使用
量の削減という省エネ効果は十分に期待できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<< ６０キロリットルの商品を同じ場所に運ぶ場合 >> 

 

■１６キロリットルのローリーでは、４回に分けて運ぶ ■ 

 

 

 

■２０キロリットルのローリーなら、３回で運ぶことができる ■ 

 

 

 

 

 

配送距離が３/４に。商品あたりの配送にかかる燃料使用量が減少。 
 

 

「計画配送」の２つの効果 

商品需要予測と

在庫管理 

計画配送システム

による発注 

多頻度・小口 

発注の抑制 

配送需要平準化 物流コスト削減

平均輸送量向上

「計画配送」によるエネルギー消費量削減効果 
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私の所属する物流管理部が、改正省エネ法にお
ける荷主としてのエネルギー消費量の算出、省エ
ネ取組計画の作成等を担当していますが、物流管
理部が管理する貨物輸送量が会社全体の９９％以
上を占めていますので、当然のことと言えるでし
ょう。発注業務の請負による「計画配送」の実現
には、各サービスステーションを担当する営業部
門との協力が不可欠ですので、営業部門との連携
で推進しています。また、ＣＳＲ・環境室とも、
当社の掲げる温暖化防止に向けたＣＯ２排出量削
減の目標達成、取組施策のひとつとして運輸部門
の効率向上を実施していくなど連携を図っていま
す。 
当社を含め１８社の石油精製・元売会社が所属

する石油連盟では、２００６年１０月に「石油業
界の改正省エネ法荷主対応ガイドライン」を策定、
公表しています。ガイドライン策定にあたっては、
石油連盟の運輸委員会に属する内航専門委員会、
陸運専門委員会が中心的な役割を担いました。当
社もこうした業界の動きや同業他社との意見交換
の場には積極的に参画し、社内の取組に活かして
います。 

当社内の物流システムによって、基本的に必要
なデータが抽出可能です。配送先別の貨物の種類、
配送量、配送距離等のデータから、現状ではエク
セル上で再計算し実績報告書に必要な数値を算出
しています。できるだけ手作業による部分を減ら
すという意味では実績報告書に必要数値を自動計
算させる方法も検討すべきと思っていますが、現
状はまだ着手していません。燃費の改善のデータ
という点については、今後配送委託先への協力を

依頼して、実態として燃費改善がどのようにすす
んでいるかを把握したいと考えています。燃費法
における燃費値の検討の参考にしたいと思います。 

「計画配送」は、在庫管理や発注業務、また荷
卸作業への立会いといった業務が軽減されるとい
うメリットがあり、着荷主側からも歓迎される仕
組みだと思っています。しかし、「計画配送」を導
入するためには、サービスステーション側の条件
が整っている必要があります。それは、設備とし
て「販売量に対して一定規模以上のタンク容量が
あること」、情報として「必要なタイミングで製品
在庫と販売データを提供していただけること」の
２つの条件が必要です。また、ある程度の配送量
がなければ、効率化のメリットが出てこないとい
う点があり、これらの条件がそろっている得意先
は、既にかなりの部分で「計画配送」を実現して
います。導入率はサービスステーション全配送先
の３分の１程度です。 
また、自分で発注をしないことによって、在庫

切れが頻発するといったことがないのかという不
安も必ずあると思いますので、事前にシミュレー
ションをして、計画配送が可能かどうかをチェッ
クしてから導入をします。販売量とタンク容量の
関係から稀に導入できない場合もありますが、基
本的には導入前のシミュレーションは、在庫切れ
不安の解消を図るものといってもいいと思います。
ただし、システムによる販売量予測は、あくまで
過去の実績を基にしていますので、特殊事情で実
際の販売量が予測と大幅に乖離する場合は在庫切
れ発生の要因になってしまいます。販売量に影響
する店頭でのイベント情報等は、できるだけ事前
に連絡をいただいて在庫切れの発生を防いでいま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 社内における取組体制は、どのようになってい

ますか。 

 データの把握は、どのように行うのですか。

 社外との連携は、どのように進めていますか。
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 取り組んだ結果の効果は、いかがですか。 
改正省エネ法施行以前より、当社をはじめ石油

業界は地球温暖化対策として「地球環境保全自主
行動計画」を策定し、エネルギー消費量の削減に
取り組んできました。当社に関していえば、利用
している白油（ガソリン、灯油、軽油）ローリー
の平均車型は１９９０年度に１５．０キロリット
ルであったものが、これまでお話した「計画配送」
の導入等により、２００５年度には約３割アップ
の１９．４７キロリットルにまで向上しています。
内航タンカー（国内輸送用の船）では、平均船型
が１９９０年度では１，５３６キロリットルであ
ったものが、２００５年度には、９割アップの２，
９３６キロリットルになりました（参照図：平均
積載量の推移）。従って一回当たりの配送量が大幅
に拡大したことにより、エネルギー消費の効率化
が図られてきたことは紛れもない事実です。 

 取組の中で見えてきた課題、その解決法につ

いて教えてください。 
モーダルシフトについては、既にタンクローリ

ー、タンカー、鉄道の配送区分がほぼ固定され、
タンクローリー配送の海上、鉄道輸送への移行の
余地はあまりないというのが現状です。タンクロ
ーリー配送における積載率も既に平均９４パーセ
ント以上を達成しています。 
これまでも当社に限らず石油業界は、コスト削

減の枠組みの中で結果として様々な省エネ施策を
実行してきており、それなりの実績もあると思い
ます。それだけに直ぐに効果のある新たな施策が
あるかというと、非常に難しいというのが率直な
ところです。そのような状況の中でも今回燃費法
というエネルギー消費量算定方法を採用するとい
う点からいえば、如何に一回当たりの配送量を増
やすかが大きなポイントになり、そのための施策
をどう実行してゆくかが課題になると思います。 

 今後の課題・予定を教えてください。 
今後は、省エネ取組の中核となる「計画配送」

をより一層推進していきたいと思います。導入に
よる効果の大きさと効率向上の確実性を考え合わ
せれば、やはり「計画配送」の推進が最も重要で
確実です。今のシステムでは導入が難しいと思わ
れてきたサービスステーションについても、仕組
みを変更することで推進できないかと考えていま
す。需要量とタンク容量のバランスの見直し、ま
た販売量や在庫数量データを入手するための条件
となっているオンラインＰＯＳの設置についても、
別の方法で情報を入手する手段がないか検討して
います。 

また、配送委託先に対しては、これまでの安全
配送の推進の働きかけ中心という点から、もう一
歩踏み込んで積極的にエコドライブを中心とした
省エネ取組を働きかけていきたいと思っています。
エコドライブによる省エネ効果は、それをどう数
値に反映させてゆくかという点で課題があります
が、配送委託先との連携という点をこれまで以上
に重要視して、配送委託先、荷主双方で省エネを
さらに推進していければと思います。荷主として
協力できる点は何かを検討し、実行してゆくこと
も重要ですので、配送委託先との会議体において、
今後は省エネという視点でのテーマを加えていく
予定です。 
石油業界では、これまでもさまざまな形で協調

して、輸送の効率化やコスト削減を図ってきまし
たが、改正省エネ法への対応というまた新たな視
点で、今後も情報交換等を密にしてお互いに目標
を達成できるように取り組んで行きたいと思いま
す。 
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